
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次 第

一
章
～
第
四
章 

（
略
） 

第
一
節
～
第
三
節 

（
略
） 

第
四
節 

清
潔
の
保
持
等
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
一
条
の
二
） 

第
五
章
～
第
八
章 
（
略
） 

附
則 

 

目
次 第

一
章
～
第
四
章 

（
略
） 

第
一
節
～
第
三
節 

（
略
） 

第
四
節 

清
潔
の
保
持
等
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
一
条
） 

第
五
章
～
第
八
章 

（
略
） 

附
則 

 

 

（
適
用
の
除
外
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
（
第
一
章
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
章
第
三
節
、
第
四
十
六
条
（
第
五
十
八
条
第

三
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
第
三
項
、
第
四
項
、

第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
同
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項

た
だ
し
書
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
並
び
に
第
五
十
七
条
の

規
定
を
除
く
。
）
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鉛
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。 

一 

鉛
又
は
鉛
合
金
を
溶
融
す
る
か
ま
、
る
つ
ぼ
等
の
容
量
の
合
計
が
、
五

十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
な
い
作
業
場
に
お
け
る
四
百
五
十
度
以
下
の
温
度
に

よ
る
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務 

二
～
四 

（
略
） 

 

 

（
適
用
の
除
外
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
（
第
一
章
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
章
第
三
節
、
第
四
十
六
条
（
第
五
十
八
条
第

二
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
及

び
第
五
項
（
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
十
九
条
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
五
十
六
条
並
び
に
第
五
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
事
業

者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

場
合
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

鉛
又
は
鉛
合
金
を
溶
融
す
る
か
ま
、
る
つ
ぼ
等
の
容
量
の
合
計
が
、
五

十
リ
ツ
ト
ル
を
超
え
な
い
作
業
場
に
お
け
る
四
百
五
十
度
以
下
の
温
度
に

よ
る
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務 

二
～
四 

（
略
） 

 

 

（
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
に
係
る
設
備
の
特
例
） 

第
二
十
三
条
の
三 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

 
（
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
に
係
る
設
備
の
特
例
） 

第
二
十
三
条
の
三 

（
略
） 

２
～
４ 
（
略
） 

５ 

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な



 

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

 

四 

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。 

６
・
７ 

（
略
） 

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業

場
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

。 

（
新
設
） 

  

６
・
７ 

（
略
） 

 
 

 

（
換
気
装
置
の
稼
動
） 

第
三
十
二
条 

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
（
第
二
条
に
規
定
す
る
局
所
排
気

装
置
及
び
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又

は
排
気
筒
（
第
二
条
に
規
定
す
る
排
気
筒
及
び
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る

排
気
筒
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
た
と
き
は
、
労

働
者
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
間
、
当
該
装
置
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要

件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気

装
置
又
は
排
気
筒
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者

が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
前
項
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
前
二
項
の
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、

全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
の
稼
動
時
に
お
い
て
は
、
バ
ッ
フ
ル
を
設
け
て

換
気
を
妨
害
す
る
気
流
を
排
除
す
る
等
当
該
装
置
を
有
効
に
稼
動
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
換
気
装
置
の
稼
動
） 

第
三
十
二
条 

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
（
第
二
条
に
規
定
す
る
局
所
排
気

装
置
及
び
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気

筒
（
第
二
条
に
規
定
す
る
排
気
筒
及
び
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
排
気
筒

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
た
と
き
は
、
労
働
者
が
鉛
業
務

に
従
事
す
る
間
、
当
該
装
置
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ

う
に
稼
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

     
２ 
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気

装
置
又
は
排
気
筒
を
稼
動
さ
せ
る
と
き
は
、
バ
ッ
フ
ル
を
設
け
て
換
気
を
妨

害
す
る
気
流
を
排
除
す
る
等
当
該
装
置
を
有
効
に
稼
動
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
作
業
主
任
者
の
職
務
） 

 

（
作
業
主
任
者
の
職
務
） 



 

第
三
十
四
条 

事
業
者
は
、
鉛
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
が
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
つ
て

著
し
く
汚
染
さ
れ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
を
除

去
さ
せ
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

五 

令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
が
従
事
す
る
と
き
は

、
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 

 

第
三
十
四
条 

事
業
者
は
、
鉛
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
が
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
つ
て

著
し
く
汚
染
さ
れ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
汚
染
を

除
去
さ
せ
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

五 

令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
が
従
事
す
る
と
き
は

、
第
四
十
二
条
各
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
。 

 

 

（
汚
染
の
除
去
に
係
る
周
知
） 

第
三
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
身
体
が
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に

よ
つ
て
著
し
く
汚
染
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
汚
染
を
除
去
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
新
設
） 

 

（
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
） 

第
三
十
九
条 

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ

る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の

鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お

い
て
、
労
働
者
を
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い

て
臨
時
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
労
働
者
に

有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は

焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
場
所
に
お
い

て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に

お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
臨
時
の
作
業

 

（
ホ
ツ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
） 

第
三
十
九
条 

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ツ
パ
ー
に
入
れ

る
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ツ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状

の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に

お
い
て
、
労
働
者
を
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お

い
て
臨
時
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
労
働
者

に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

      



 

に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

 

（
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
） 

第
四
十
条 
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
含
鉛

塗
料
を
塗
布
し
た
物
の
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

か
き
落
と
し
た
含
鉛
塗
料
は
、
速
や
か
に
、
取
り
除
く
こ
と
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
鉛
業
務
は
、
湿
式
に
よ
る
必
要
が
あ
る
旨
を

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
鉛
業
務
を
湿
式
に
よ
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
か
き
落
と
し
た
含
鉛
塗
料
は
、
速

や
か
に
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
） 

第
四
十
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
含
鉛

塗
料
を
塗
布
し
た
物
の
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

か
き
落
と
し
た
含
鉛
塗
料
は
、
す
み
や
か
に
、
取
り
除
く
こ
と
。 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

 

（
鉛
化
合
物
の
か
き
出
し
） 

第
四
十
一
条 

事
業
者
は
、
鉛
化
合
物
の
焼
成
炉
か
ら
の
か
き
出
し
の
鉛
業
務

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一 

鉛
化
合
物
を
受
け
る
た
め
の
ホ
ッ
パ
ー
又
は
容
器
は
、
焼
成
炉
の
か
き

出
し
口
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
鉛
化
合
物
の
か
き
出
し
） 

第
四
十
一
条 

事
業
者
は
、
鉛
化
合
物
の
焼
成
炉
か
ら
の
か
き
出
し
の
鉛
業
務

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一 

鉛
化
合
物
を
受
け
る
た
め
の
ホ
ツ
パ
ー
又
は
容
器
は
、
焼
成
炉
の
か
き

出
し
口
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

 

（
鉛
装
置
の
内
部
に
お
け
る
業
務
） 

第
四
十
二
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
開
始
前
に
、
当
該
鉛
装
置
と
そ
れ
以
外
の
装
置
で
稼
働
さ
せ
る
も

 

（
鉛
装
置
の
内
部
に
お
け
る
業
務
） 

第
四
十
二
条 
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
開
始
前
に
、
当
該
鉛
装
置
と
そ
れ
以
外
の
装
置
で
稼か

働
さ
せ
る
も



 

の
と
の
接
続
箇
所
を
確
実
に
遮
断
す
る
こ
と
。 

二
・
三 

（
略
） 

四 

作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
洗
身
を
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
措
置
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
旨
並
び
に
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
洗
身
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

の
と
の
接
続
箇
所
を
確
実
に
遮し

や

断
す
る
こ
と
。 

二
・
三 

（
略
） 

四 

作
業
終
了
後
、
す
み
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
洗
身
を
さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

   

 

（
休
憩
室
） 

第
四
十
五
条 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
鉛
業

務
を
行
う
作
業
場
以
外
の
場
所
に
休
憩
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
休
憩
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

入
口
に
は
、
水
を
流
し
、
又
は
十
分
湿
ら
せ
た
マ
ッ
ト
を
置
く
等
労
働

者
の
足
部
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
を

設
け
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

三 

床
は
、
真
空
掃
除
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
容
易
に
掃
除
で

き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

鉛
業
務
に
従
事
し
た
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業
衣
等

に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
休
憩
室
） 

第
四
十
五
条 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
鉛
業

務
を
行
な
う
作
業
場
以
外
の
場
所
に
休
憩
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
休
憩
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

入
口
に
は
、
水
を
流
し
、
又
は
十
分
湿
ら
せ
た
マ
ツ
ト
を
置
く
等
労
働

者
の
足
部
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
を

設
け
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

三 

床
は
、
真
空
そ
う
じ
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
容
易
に
そ
う

じ
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

労
働
者
は
、
鉛
業
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
は
い
る

前
に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
） 

第
四
十
六
条 

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項

又
は
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
着
用

さ
せ
る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外

の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
、
当
該
労
働
者
に

こ
れ
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
五

十
九
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
請
負
人
が
使
用
し
、
又
は
着
用
す

 

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
） 

第
四
十
六
条 

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
又
は
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
労

働
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
着
用
さ
せ
る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣

類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外
の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
た
め
の

設
備
を
設
け
、
当
該
労
働
者
に
こ
れ
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

 



 

る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外
の
衣

服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、

当
該
請
負
人
に
対
し
前
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
保
管
が
行
わ
れ

る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
洗
身
設
備
） 

第
四
十
七
条 
（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
、
洗
身
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
同
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切

に
洗
身
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
洗
身
設
備
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

    

 

（
手
洗
い
用
溶
液
等
） 

第
四
十
九
条 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
硝
酸

水
溶
液
そ
の
他
の
手
洗
い
用
溶
液
、
爪
ブ
ラ
シ
、
石
け
ん
及
び
う
が
い
液
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
手
洗
い
用
溶
液
等
」
と
い
う
。
）
を
作
業
場
ご
と

に
備
え
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応
じ
、
当
該
労
働
者
に
こ
れ
ら
を
使
用

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
鉛
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応

じ
、
手
洗
い
用
溶
液
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該

請
負
人
に
対
し
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応
じ
、
手
洗
い
用
溶
液
等
を
使

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
手

洗
い
用
溶
液
等
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
手
洗
い
用
溶
液
等
の
使
用
が
行
わ

れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
作
業
衣
等
の
汚
染
の
除
去
） 

第
五
十
条 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
濯
の

た
め
の
設
備
を
設
け
る
等
作
業
衣
等
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
る
汚
染
を

除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
手
洗
い
用
溶
液
等
） 

第
四
十
九
条 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
硝
酸

水
溶
液
そ
の
他
の
手
洗
い
用
溶
液
、
つ
め
ブ
ラ
シ
、
石
け
ん
及
び
う
が
い
液

を
作
業
場
ご
と
に
備
え
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応
じ
、
当
該
労
働
者
に

こ
れ
ら
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

労
働
者
は
、
鉛
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応

じ
、
前
項
の
硝
酸
水
溶
液
そ
の
他
の
手
洗
い
用
溶
液
、
つ
め
ブ
ラ
シ
、
石
け

ん
及
び
う
が
い
液
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

      

（
作
業
衣
等
の
汚
染
の
除
去
） 

第
五
十
条 
事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
た
く

の
た
め
の
設
備
を
設
け
る
等
作
業
衣
等
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
る
汚
染

を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

２ 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該

請
負
人
に
対
し
、
作
業
衣
等
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

   

 

（
喫
煙
等
の
禁
止
） 

第
五
十
一
条 
事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
お
け
る
作
業

に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇

所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以

外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
お
い
て
喫
煙
又
は

飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
所
で

喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
喫
煙
等
の
禁
止
） 

第
五
十
一
条 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
で
労
働
者
が

喫
煙
し
、
又
は
飲
食
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
当
該
作
業
場

所
の
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
場
所
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い

。 

 

 

（
掲
示
） 

第
五
十
一
条
の
二 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、

次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

鉛
業
務
を
行
う
作
業
場
で
あ
る
旨 

二 

鉛
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
症
状 

三 

鉛
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項 

四 

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等 

イ 

第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
で
あ
つ
て
、
次
条

第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
作
業
場

及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
作
業
場 

ロ 

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理

区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所 

ハ 

令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
を
行
う
作
業
場 

ニ 

第
五
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場 

ホ 

第
五
十
八
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場
（
有
効
な

局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
排
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は

 

（
新
設
） 



 

排
気
筒
（
鉛
等
若
し
く
は
焼
結
鉱
等
の
溶
融
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所

に
設
け
る
排
気
筒
に
限
る
。
）
を
設
け
、
こ
れ
ら
を
稼
動
さ
せ
て
い
る

作
業
場
を
除
く
。
） 

ヘ 

第
五
十
九
条
第
一
項
の
業
務
を
行
う
作
業
場 

  
 
 

第
五
章 

測
定 

 

 
 
 

第
五
章 

測
定 

 

 

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
） 

第
五
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規

定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

４ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
） 

第
五
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て

は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の

実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
診
断
） 

第
五
十
六
条 

事
業
者
は
、
労
働
者
を
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
期
間
又
は

鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
な
く
な
つ
て
か
ら
四
週
間
以
内
に
、
腹
部
の
疝せ

ん

痛
、
四

肢
の
伸
筋
麻
痺ひ

若
し
く
は
知
覚
異
常
、
蒼そ

う

白
、
関
節
痛
若
し
く
は
筋
肉
痛
が

認
め
ら
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
病
状
を
訴
え
る
労
働
者
に
、
速
や
か
に
、
医
師

に
よ
る
診
断
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
鉛
業
務
に
従
事
す
る
期
間
又
は
鉛
業
務
に
従
事

し
な
く
な
つ
て
か
ら
四
週
間
以
内
に
、
前
項
の
病
状
が
あ
る
と
き
は
、
速
や

か
に
医
師
に
よ
る
診
断
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な

 

（
診
断
） 

第
五
十
六
条 

事
業
者
は
、
労
働
者
を
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
期
間
又
は

鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
な
く
な
つ
て
か
ら
四
週
間
以
内
に
、
腹
部
の
疝せ

ん

痛
、
四 

肢し

の
伸
筋
麻
痺ひ

若
し
く
は
知
覚
異
常
、
蒼そ

う

白
、
関
節
痛
若
し
く
は
筋
肉
痛
が

認
め
ら
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
病
状
を
訴
え
る
労
働
者
に
、
す
み
や
か
に
、
医

師
に
よ
る
診
断
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 



 

ら
な
い
。 

  
（
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
者
等
の
就
業
禁
止
） 

第
五
十
七
条 

事
業
者
は
、
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
労
働
者
及
び
第
五
十
三

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
健
康
診
断
又
は
前
条
第
一
項
の
診
断
の
結
果
、
鉛

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が
認

め
た
労
働
者
を
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
と
き
又
は
鉛
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が
認
め
た
と

き
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
鉛
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
者
等
の
就
業
禁
止
） 

第
五
十
七
条 

事
業
者
は
、
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
労
働
者
及
び
第
五
十
三

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
健
康
診
断
又
は
前
条
の
診
断
の
結
果
、
鉛
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が
認
め
た
労

働
者
を
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。 

（
新
設
） 

 

（
呼
吸
用
保
護
具
等
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を

使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
以
外
の
業
務
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
有
効
な

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
条
第
五
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
又
は
こ
れ
ら
の

業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務 

二
～
六 

（
略
） 

４ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
以
外
の
業
務
で
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人

に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

事
業
者
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
で
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、

 

（
呼
吸
用
保
護
具
等
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
以
外
の
業
務
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
有
効
な
呼

吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
条
第
五
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
又
は
こ
れ
ら
の

業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務 

二
～
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

３ 

事
業
者
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
で
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者



 

当
該
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
有
効
な
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ

ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
（
鉛
等
若
し
く
は
焼
結

鉱
等
の
溶
融
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
設
け
る
排
気
筒
に
限
る
。
）
を
設

け
、
こ
れ
ら
を
稼
動
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
～
三 
（
略
） 

６ 

事
業
者
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
で
、
前

項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

７ 

第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、

当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場
所
に
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

事
業
者
は
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
請
負
人
又
は
第
三
十

九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
労
働
者
以
外
の
者
が
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
す
る

と
き
は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場

所
に
置
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 

第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務
又
は
第
三
十
九
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
又
は
作
業
に

従
事
す
る
間
、
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
及
び
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
有
効
な
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型

換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
（
鉛
等
若
し
く
は
焼
結
鉱
等
の
溶

融
の
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
設
け
る
排
気
筒
に
限
る
。
）
を
設
け
、
こ

れ
ら
を
稼か

動
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
設
） 

    

４ 

前
三
項
の
規
定
又
は
第
三
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
ホ

ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入

口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場
所
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

   

５ 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
又
は
第
三
十
九
条
た
だ
し
書

の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
又
は
作
業
に
従
事
す
る
間
、
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保

護
具
及
び
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
作
業
衣
） 

第
五
十
九
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
作
業
衣
又
は
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
着
用
す
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
作

 
（
作
業
衣
） 

第
五
十
九
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

２ 

前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
作
業



  
業
衣
又
は
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

衣
又
は
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 




